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議 会 の 動 き を み な さ ま に お 伝 え し ま す

生活困窮世帯等児童への一時金支給条例の制定（P2~3）

●  質疑（P2）

●  委員会審議（P3~5）

●  議会基本条例検証（P8）

●  一般質問（P11~15）

いい出会いが、いい人生をつくる 
北 条 高 校 キ ャ リ ア ガ イ ダ ン ス

将来進みたい分野で活躍されているゲストスピーカーの方との交流を通じ、自分の進路について幅広く考える機会となりました。
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                      質　疑
12 月定例会で提案された議案に対し、４名の議員が質疑 

    を行い、不明確な点を問い、説明を求めました。 
    主なものを紹介します。

12月定例会

問
公共施設の指定管理者が決

定したが、応札業者の状況

と現在の指定管理者からの変更が

あったのかお聞きする。

答
市民会館、都市公園、古法

華自然公園研修施設は、現

在の指定管理者のみの応募でし

た。史跡公園は２社の応募があり

ましたが選考の結果、現在の指定

管理者に決定しました。また加西

市体育協会が指定管理者である体

育施設とランドマーク展望台及び

社会福祉協議会が指定管理者であ

る善防園については、地域の公共

的な団体を特定し指定しており随

意契約となっています。

問
今回、指定管理の期間が３

年間から５年間になったが、

メリット、デメリットについて。

答
総務省の資料では約６割以

上の施設が５年間の指定管

理期間となっています。事業者に

とり５年間の方が、長期的な事業

計画の安定性が確保され応募し

やすい効果があり、管理者のノウ

ハウの充実や創意工夫により市民

サービスの向上がより期待されま

す。デメリットは５年間新規参入

がないことです。

問
古法華自然公園研修施設に

ついて、以前一般質問で、

約１万 2,000 人の利用者のうち、

市内の利用者が約１割というキャ

ンプ場の有料化を提案したが、今

回の入札において検討されたか。

答
受益者負担の原則は承知し

ていますが、施設の整備、

人員体制を含めた経費の増加によ

り、市の持ち出しになる可能性が

あり今回は見送りました。

問
加西市体育協会の指定管理

においては、過去３年間の

評価点がプラス５点という素晴ら

しい評価になっている。施設利用

者の大半が協会の関連団体で、利

用者、管理者の利用環境について

意思疎通が円滑にできていると考

える。他の施設においても市内の

団体、市内業者を指定管理者にす

るのが重要と考えるが。

答
市民の財産である公共施設

を、市内の事業者や公共的

な団体に管理運営していただくこ

とは理想的と考えます。今後、活

躍が本格化していくふるさと創造

会議が、指定管理の担い手となっ

ていただくことも望んでいます。

議案第 94 号～第 99 号     指定管理者の指定について

松尾　幸宏  議員

（自民の風・誠真会）

＜議案第 90 号＞

問
該当する方への周知方法に

ついて。

答
総合的な相談窓口は、危機

管理課を考えています。警

察や市役所における、さまざまな

相談の中で、対象の方をつないで

いただき、情報提供していただく

ことを考えています。

問
認定基準及び認定方法につ

いて。

答
申請できる範囲は、直接の

被害者や被害者の家族、遺

族などが対象となりますが、範囲

が広がるため、優先順位を決めた

いと考えています。また認定方法

は、医師の診断書、警察への被害

届など客観的に判断できる資料を

添付していただき、市が調査し認

定していくことを考えています。

問
支援後のケアについて。 

答
この条例は、被害に遭われ

た直後の支援を想定してい

ますが、その後の支援も大事であ

ると考えます。一定生活が安定し

た後は、個別に既存の施策でのケ

アにつなげるよう考えています。

＜議案第 91 号＞

問
条例制定の動機について。 

答
これは市長と職員の思いが

うまく融合したもので、十

数年前、前橋市でタイガーマスク

の主人公を名乗って、ランドセル

を児童養護施設に送る活動をされ

た方がいました。10 年間続けら

れましたが個人の活動には限界が

あり、思いを行政へ働きかけ、前

橋市長がその思いを酌み取り、タ

イガーマスク運動支援事業が始

まりました。これに市長が共感し

加西市版タイガーマスク運動支援

事業を検討するよう指示が出まし

た。一方担当課では、生活困窮世

帯が高校へ進学する際、金銭的に

十分補えないという相談を何度と

なく受けていたことで、高校入学

一時金支給事業も実施したい思い

があり、条例制定を目指しました。

問
支給金額の算定基準は。 

答
生活保護では、高校入学者

の一時扶助として 6 万 3.200

円を支給しており、均衡を図るた

め、この８割程度に設定しました。

議案第 90 号　加西市犯罪被害者等支援条例の制定ついて

議案第 9 1号　加西市生活困窮世帯等の児童に対する一時金支給に関する条例の制定について

三宅　利弘  議員

（21 政会）
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上程された議案は、それぞれ所管の総務常任委員会と建設経済厚生常任委員会に付託し、審議を行い

ました。

           委　員　会　審　議 建設経済厚生常任総務常任

問 市長が行事の開会時間に遅れたのは、公務による

ものだったのか。

答
会場への道中も公務に該当し、その公務中に遅れ

ているということも言えますが、今回、実際遅れ

たのは、道中の渋滞により時間がかかったということで

はなく、事務方の調整ミス、あるいは意思の疎通が十分

にはかられていなかったことが、原因であると考えてい

ます。

その場で誠意をもって謝罪すればよい

ことであり、給与をカットするまでもなく、再発防止に

向け、襟を正して職務を行うということのほうが大事で

ある。事務処理ミスを本気で是正することに力を注いで

欲しい。

給与カットすることが、必ずしもよい

とは言いがたいが、一定のけじめをつけ、次の再発防止

に向かうことには賛成する。

問 犯罪のケースは、さまざまに想定されると思うが、

どのような案件に適用されるのか。

答
適用する案件として、殺人、または１ヶ月以上の

入院を必要とする重傷病に対し支援するとしてい

るが、DV 等の特定侵害行為についても、相談に応じて

いきたいと考えています。

問 国の法律と県条例で適用されている方を対象とす

るのか。

答
国や県においても支援策が講じられているが、支

援を受けられるまで時間がかかるため、その間を

市でタイムリーに支援していくことを考えています。

問 被害者にとって、その後のフォローとして心のケ

アが重要になってくるが、相談等の体制はどうなっ

ているのか。

答
医療機関、警察、学校等関係機関と連携し、それ

ぞれのサービスへつなげていくことを考えていま

す。

問 就学援助が必要な児童への高校進学時の一時金の

金額の根拠について。

答
生活保護世帯との均衡を取るために生活保護費の

一時扶助費の８割程度としました。また公立高校

に進学した際、実際に必要となる費用について調べたと

ころ、制服や体操服などの費用も含めると年間で 12 万

円弱となりますが、入学料、学年費、生徒会費、PTA 会

費など入学時に必要な合計額が５万円以内であったこと

から、この支給金額を決定しました。

議案第 89 号  特別職に属する常勤の職員の給与の 
                            特例に関する条例の制定について

給料減額

犯罪被害者等基本法（平成 16 年法律第 161 号）に
基づき、犯罪等の被害者、その家族又は遺族が地域社
会の中で再び平穏な生活を取り戻すことができるよう、
市、市民、事業者の責務を明確にするとともに、支援
に係る基本的な事項を定めることにより、犯罪被害者
等を総合的に支援する地域社会の形成を図ろうとする
もの。

【概要】
　・相談窓口の設置
　・支援金の支給
　・日常生活、居住、就業の支援

議案第 90 号  加西市犯罪被害者等支援条例の制定 
                            について

犯罪被害者支援

加西市内の生活困窮世帯等の児童が就職又は進学す
るにあたり、既存の公的援助だけでは新生活の準備費
用の捻出が困難な状況である場合に、その児童の生ま
れ育った環境によって将来が左右されることのないよ
う、児童の自立の促進を図るため一時金を支給するこ
とについて必要な事項を定めるもの。

【概要】
　・就学援助が必要な児童が中学校卒業時に就職又 

　　　は進学するとき　5 万円
　・児童養護施設等に入所中の児童が自立生活を送 

　　　るとき　15 万円

議案第 91 号  加西市生活困窮世帯等の児童に 
                            対する一時金支給に関する条例 
                            の制定について

生活困窮世帯等児童支援

討論【賛成】

平成 30 年 11 月 16 日開催の市主催行事において、
市長が開会時刻に遅刻し、多くの関係者や参加者に迷
惑をかけ、市政への信頼を失ったことに対する責任と
して、平成 31 年１月１日から同月 31 日までの１ヶ月間、
市長の本則給料月額を 10 分の１減額するもの。 
　本則給料月額　　　893,000 円 
　減額後の給料月額　803,700 円

討論【反対】
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問 他の表現を用いた名称の検討はなかったのか。 

答
当初は群馬県前橋市が行っているタイガーマスク

運動支援事業の加西市版を検討し、前橋市や著作

権者等にタイガーマスクの名称の使用の了解を得まし

た。しかし加西市とのゆかりが余りないことや、前橋市

の事業である施設入所者の自立時の支援だけでなく、加

西市では中学校卒業後の進学等への支援も行うこととし

たことから、同じ名称の使用は馴染まないと考えました。

また新しい制度であり、分かりやすい方がよいと考えま

した。

問 笹塚公園の名称では、後々古墳の存在が希薄になっ

てしまうのではないか。

答
笹塚公園は都市計画公園であり、名称を統一する

ほうが市民にとって分かりやすいと考えました。

また古墳の形がわかるように整備しており、古墳公園で

あることを理解していただけると考えます。

問 他の古墳の整備について。 

答
史跡整備計画では長期計画としてあげていますの

で、将来的に整備していきたいと考えています。

加西市では、サービスの向上と経費の節減を図るため、

一部公共施設の運営管理を民間事業者に委ねています。 

　指定管理の期間満了を迎える施設について、公募を行

い審査の上決定した指定管理者の指定について、議会の

議決を得ようとするもの。

問 指定管理者のインセンティブ評価について。 

答
事業計画の達成度や、利用者の満足度など 60 の評

価項目を総合的に判断し、5 段階で評価しています。

問 企業の規模による有利性はあるのか。 

答
企業規模の大小ではなく、企業の取り組み体制が

評価につながってくると考えます。

問 耐震改修を行うコミュニティセンターの管理運営

体制について。

答
指定管理の範囲としては全体で改修の部分を除く

ものではなく、指定管理者は使用料の減少や光熱

費の減少など、収入と支出を総合的に判断し、事業計画

を立て応募されています。

問 自主事業について、どのような指導を管理者に対

し行っているのか。

答
現在、加西市体育協会で実施されている自主事業

としては、卓球教室とロマンの里ウォーキング等

です。そのほか、各種スポーツ団体の取りまとめをされ

ていることから、野球教室やテニス教室等の事業を行っ

ていただけないか協議しています。

問 このたび工賃の問題があったが、指定期間が５年

に延長されることを含め事業内容等のチェックを

強化していくのか。

条例の題名を「玉丘史跡公園」から「加西市史跡公園」
に改め、新たに笹塚公園を追加しようとするもの。

【概要】
　名称：笹塚公園
　位置：加西市北条町古坂７丁目 217 番地

議案第 92 号  玉丘史跡公園の設置及び管理に関 
                            する条例の一部を改正する条例の 
                            制定について

史跡公園

指定管理者 特定非営利活動法人　加西市体育協会

期    間 5 年（H31.4.1 ～ H36.3.31）

管理料 1 億 4,797 万 9,000 円（5 年間：税込）

議案第 95 号  指定管理者の指定について 
     （加西市体育施設、加西市ランドマーク展望台）

指定管理者 社会福祉法人　加西市社会福祉協議会

期    間 5 年（H31.4.1 ～ H36.3.31）

管理料 5 億 4,854 万 4,000 円（5 年間：税込）

議案第 96 号  指定管理者の指定について 
                              （加西市立善防園）

指定管理

指定管理者 株式会社  ケイミックスパブリックビジネス

期    間 5 年（H31.4.1 ～ H36.3.31）

管理料 2 億 7,766 万 8,000 円（5 年間：税込）

議案第 94 号  指定管理者の指定について 
                                （加西市民会館）

加西市民会館
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答
利用者の声を市民の声として行政で受け止め、しっ

かりと善防園の運営に反映していけるように、県

の指導の範疇である運営面についても、市としてできる

だけ積極的に関わっていきたいと考えています。

問 評価点を改善していく方策について。 

答
運営自体が前例踏襲型であったので、改善してい

く前向きな姿勢を示すこと、施設が開設して 30 年

経ち老朽化が進んでおり、気が付いたところは修繕等

の改善をすること、利用率が上がったことで得た収益を

しっかりと利用者に還元することなどの観点から、少し

厳しく評価しました。指定管理の期間が長くなる分、自

分の施設であるという思いを持って取り組むように、指

導していきたいと考えています。

問 地域の NPO 的な団体に指定管理を委ねていくこと

の検討があったのか。

答
古法華自然公園の所在する賀茂地区ふるさと創造

会議において、指定管理者について検討していた

だきましたが、今回は指定管理者を受けることに至りま

せんでした。地域の財産を、地域の方々の手によって守

り、管理運営していくことが理想です 

ので、市としては、地域の団体が指定 

管理を担える方向へ進んでいくよう、 

取り組んでいきたいと考えています。

問 民間の事業者にとって収益をあげにくく、指定管

理に対し手を挙げにくい状況であるならば、市の

直営で他に委託し管理していくこと等が考えられるが、

管理料も含めた効果等について比較して、今回も指定管

理とするという結果になったのか。

答
玉丘史跡公園の管理に 

要する費用が最も大き 

くなるものは芝生管理です。 

今回の金額でこの広い面積の 

芝生を管理するというのは、 

他の委託等では大変難しいこ 

とから、今回も指定管理とし 

ました。

問 ふるさと応援基金について。 

答
寄附を受けたふるさと納税は、ふるさと応援基金

に全額繰入れした後、半額を返礼品、包括業務委

託料の経費に充当し、残りの半額を施策に充当する仕組

みにしています。このたびの補正では、基金として繰入

れた額の半分相当を必要経費に充当するため基金から繰

り出しています。年度末にふるさと納税の額が確定し、

かつ寄附者が選択された使途の内訳が確定した段階で、

各施策に充当する金額を基金から繰り出す予定であるた

め、施策への充当はまだ行っていません。

問 ため池等整備事業について。 

答
ため池の耐震工事での農家負担はなくなりました

が、下流域に公共施設や民家密集地がある防災重

点ため池を優先する国の方針を勘案しながら、工事を実

施するため池の選定や順位付けを行っていくことになる

と考えます。

問 こども園等の年度途中での正規職員の退職につい

て。

答
職員が不足しているなか、年度途中での退職は、

避けなければならないことと認識しています。今

後、職員が持続的に働ける環境整備に努めていきたいと

考えています。

 
　【歳入】 
　   ・基金費寄附金（２億 50 万円） 
　　　   ふるさと納税及び社会福祉対策寄附金の増 
　【歳出】 
　   ・一般管理費（１億円） 
　　　   ふるさと納税の増加に伴う報償費等の増 
　   ・児童福祉施設費（3,290 万円） 
　　　   年度途中退職者の補充等に伴う公立保育所 
　　　   アルバイト賃金等の増 
　   ・農地費（850 万 8,000 円） 
　　　   県営ため池等整備事業にかかる負担金の増

議案第 102 号  平成 30 年度加西市一般会計 
                               補正予算（第３号）について

補正予算

指定管理者 株式会社　清光社

期    間 5 年（H31.4.1 ～ H36.3.31）

管理料 3,952 万円（5 年間：税込）

議案第 97 号  指定管理者の指定について 
                       （古法華自然公園研修施設）

指定管理者
神姫バスグループ共同事業体 
代表団体　株式会社　ホープ

期    間 5 年（H31.4.1 ～ H36.3.31）

管理料 8,440 万 6,000 円（5 年間：税込）

議案第 98 号  指定管理者の指定について 
                              （加西市都市公園）

指定管理者 株式会社　清光社

期    間 5 年（H31.4.1 ～ H36.3.31）

管理料 4,143 万円（5 年間：税込）

議案第 99 号  指定管理者の指定について 
                              （加西市史跡公園）

玉丘史跡公園
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市長就任以降、職員のミスが続き市長も認めておられるが、そのたびに市

長の給与をカットすることについては納得いかない。また市長だけでなく副

市長にも責任があるのではないかと考える。もっと身を切る改革が必要であ

るとともに、業務体制の是正も含めた思い切った改革により職員を牽引して

いただきたい。市長として全職員に対する厳しさがない限り、ミスはこれか

らも続くと考える。

      議案第 89 号     特別職に属する常勤の職員の給与の特例に関する条例の 
                                      制定について 可決（賛成 11、反対 3）

反
対

黒田秀一  議員

深田真史  議員

反
対

長田謙一  議員

賛
成

開会時間に遅れたならば、謝れば済む話であり、給与カットという話では

ないはず。なぜ、素直にその場で参加者に謝らなかったのか。そういうとこ

ろに市長の傲慢さを感じずにはいられない。過去３回の事務処理ミスでは、

再発防止に取り組むと言いながらも、なお調整不足などと言っていることに

あきれる。市長が給与をカットしても、ただの自己満足に終わっているだけ

であり、責任をとったことにはなっていない。

組織の頂点に立つ者としては当然のことと考える。しかし、今回行事への

出席が遅れた原因は、連絡不足、確認不足の初歩的ミスであり、報告、連絡、

相談、「報・連・相」の確立ができていないと考える。できる限り事務処理ミ

スをなくすよう職員一丸となって検討すべきである。今回の給与カットにつ

いては、これも市長としてのけじめと考える。今後はしっかりとガバナンス

の構築に向け、確実な仕事ができるよう襟を正していただきたい。

討 論
討論とは、表決の前に賛成か反対かの自己の意見を表明することです。（発言順に掲載）

意 見 書 案

    意見書案第１号    防災・減災に資するインフラ整備促進のための財源確保等具体的 
                                        な対策を求める意見書

可決（全会一致）

近年、豪雨や地震による大規模災害が頻発している。本年だけでも、６月の大阪府北部地震、７月豪雨、
８月の台風第 20 号、９月の台風第 21 号、さらには北海道胆振東部地震が大きな被害を引き起こした。海水
温上昇によるスーパー台風発生の可能性が高まるとともに、南海トラフ地震の今後 30 年以内の発生確率が
70 ～ 80％に引き上げられるなど、大規模災害はいつ起きてもおかしくない状況にあり、防災・減災に対する
取り組みを最大限加速させる必要がある。

本年６月に土木学会が発表した「「国難」をもたらす巨大災害対策についての技術検討報告書」では、事前
に公共インフラ対策を行うことにより、経済被害が３分の１から６割程度軽減できることが示された。

このことからも、災害被害の軽減、災害後の経済活動の迅速な復旧につながるインフラの整備、老朽化対策、
適正な維持管理を更に推進していく必要がある。

よって、国におかれては、防災・減災対策をより一層強力に進めるため、下記事項に取り組まれるよう強
く要望する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
１　発生確率が高まる南海トラフ地震や山崎断層帯地震などの大型地震に備えた「事前防災」の観点から、 

　　対策に必要となる予算措置を講ずること。
２　平成 30 年７月豪雨、台風第 21 号など、激甚化・多発化する災害を踏まえ、防災事業を計画的に実施 

　　していくため、治水対策、高潮対策、土砂災害対策、道路防災対策等に必要な予算措置を講ずること。
３　災害時の機能保全、安全性確保の観点からも、社会基盤施設の老朽化対策や適正な維持管理に必要な 

　　予算措置を講ずること。
４　「国難」をもたらす巨大災害に備え、発災後の救援支援活動への支障や社会経済活動の機能不全などを 

　　回避するために必要となる強靭な交通ネットワークの整備を促進すること。

　以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。

　　平成 30 年 12 月 21 日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　兵庫県加西市議会
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　■賛否の分かれた議案（採決順に掲載）　　　　　　　　　　　　　　　　○…賛成　×…反対

　第２７２回　加西市定例会議決結果一覧　　　　平成 30 年 12 月 3 日～ 12 月 21日　

　■全会一致で適任と答申、同意、可決した議案

諮 問 第    ８ 号 人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

議 案 第 ８ ８ 号 教育委員会委員の任命につき同意を求めることについて

議 案 第 ９ ０ 号 加西市犯罪被害者等支援条例の制定について

議 案 第 ９ １ 号 加西市生活困窮世帯等の児童に対する一時金支給に関する条例の制定について

議 案 第 ９ ２ 号 玉丘史跡公園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について

議 案 第 ９ ３ 号 加西市議会議員及び加西市長の選挙における選挙運動用自動車の使用及び選挙運動用ポスターの作成の
公営に関する条例及び加西市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例の一部を改正
する条例の制定について

議 案 第 ９ ４ 号 指定管理者の指定について（加西市民会館）

議 案 第 ９ ５ 号 指定管理者の指定について（加西市体育施設、加西市ランドマーク展望台）

議 案 第 ９ ６ 号 指定管理者の指定について（加西市立善防園）

議 案 第 ９ ７ 号 指定管理者の指定について（古法華自然公園研修施設）

議 案 第 ９ ８ 号 指定管理者の指定について（加西市都市公園）

議 案 第 ９ ９ 号 指定管理者の指定について（加西市史跡公園）

議 案 第 １０ ０ 号 市道路線の認定について

議 案 第 １０ １ 号 字の区域の変更及び字の廃止について

議 案 第 １０ ２ 号 平成 30 年度加西市一般会計補正予算（第３号）について

議 案 第 １０ ３ 号 平成 30 年度加西市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について

議 案 第 １０ ４ 号 平成 30 年度加西市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）について

議 案 第 １０ ５ 号 平成 30 年度加西市介護保険特別会計補正予算（第２号）について

議 案 第 １０ ６ 号 平成 30 年度加西市農業共済事業会計補正予算（第１号）について

議 案 第 １０ ７ 号 平成 30 年度加西市下水道事業会計補正予算（第２号）について

議 案 第 １０ ８ 号 平成 30 年度加西市病院事業会計補正予算（第１号）について

議 案 第 １０ ９ 号 固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについて

委員会提出議案第１号 加西市議会基本条例の一部を改正する条例の制定について

委員会提出議案第２号 加西市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について

委員会提出議案第３号 加西市議会会議規則の一部を改正する規則の制定について

議員提出議案第１号 議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例の制定について

意 見 書 案 第 １号 防災・減災に資するインフラ整備促進のための財源確保等具体的な対策を求める意見書

議　　　案

深

田

真

史

丸

岡

弘

満

原

田

久

夫

中

右

憲

利

長

田

謙

一

衣

笠

利

則

松

尾

幸

宏

植

田

通

孝

黒

田

秀

一

井

上

芳

弘

三

宅

利

弘

森

元

清

蔵

織

部
　

徹

森

田

博

美

土

本

昌

幸

議決結果

議案第８９号 
特別職に属する常勤の職員の給与の
特例に関する条例の制定について

× ○ ○ ○ ○ 議
長 ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

（賛 11、反 3）

議案第１１０号 
特別職に属する常勤の職員の給与に
関する条例等の一部を改正する条例
の制定について

× ○ ○ ○ ○ 議
長 ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 

（賛 11、反 3）

議案第１１１号 
平成３０年度加西市一般会計補正予算

（第４号）について
× ○ ○ ○ ○ 議

長 ○ × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 原案可決 
（賛 11、反 3）
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平成 22 年６月に議会基本条例を制定しました。４年後の平成 26 年にこの条例の達成状況について１

回目の検証を行い、今回、平成 30 年度当初より２回目の検証に取り組みました。

４月より議会運営委員会を７回開催し、条文ごとに達成度や現状及び課題を確認する検証シートを作

成して、改善すべき項目を洗い出し、その対応策について協議を重ねてきました。

改正が必要となった条文は、12 月議会で改正案を提出し、全会一致で可決しました。

①加西市議会基本条例の改正

②加西市議会委員会条例の改正 

　　（常任委員の所属）：  議会基本条例第４条、委員会の活動原則の検証による見直し（次ページ参照） 

　　（傍聴の取扱）：  議会基本条例第６条、委員会の情報公開の検証による見直し 

③加西市議会会議規則の改正……議会基本条例第９条第２項、一問一答方式の検証による見直し

      検証経過2

      検証結果3

      経　　緯１

                   議  会  基  本  条  例  の  検  証

                     ～市民に信頼される開かれた議会を目指して～

条項 改正前 改正後

（議員の活動原則）
　第５条第２項

議員は、議長又は委員長の秩序保持等、
議事進行権を尊重しなければなりませ
ん。

議員は、議長又は委員長の秩序保持等、
議事進行権を尊重します。

( 市民参加及び情報公開）
　第６条第２項

議会は、本会議、常任委員会及び特別委
員会を原則公開とし、本会議及び委員会
のインターネット配信に努めます。

議会は、本会議、常任委員会及び特別委
員会を原則公開とし、本会議及び委員会
のインターネット配信します。

（議決事項の追加）
　第 11 条

（５）障害福祉計画 （５）障害福祉計画・障害児福祉計画

（議員の政治倫理）
　第 18 条第１項

議員は、市民全体の代表者として、その
倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づ
く影響力を不正に行使することによって、
市民の疑惑を招くことのないよう行動し
なければなりません。

議員は、市民全体の代表者として、その
倫理性を常に自覚し、自己の地位に基づ
く影響力を不正に行使することによって、
市民の疑惑を招くことのないよう行動し
ます。

（見直し手続）
　第 22 条第１項

議会は、一般選挙を経た任期３年経過後
に、この条例の目的が達成されているか
どうかを検証します。

議会は、一般選挙を経た任期２年経過後
に、この条例の目的が達成されているか
どうかを検証します。

条項 改正前 改正後

（常任委員の所属、常任委
員会の名称、委員定数及
び所管）
　第２条第２項

常任委員会の名称、委員の定数及び所管
は、次のとおりとする。

常任委員会の名称、委員の定数及び所管
は、次のとおりとする。ただし、総務委
員会及び建設経済厚生委員会の所管は、
予算決算委員会の所管する事項を除く。
( ３)　予算決算委員会　15 人
一般会計の予算及び決算に関する事項

（傍聴の取扱）
　第 16 条第２項

委員会は議員のほか、委員長の許可を得
た者が傍聴することができる。

委員会は、原則として公開する。

条項 改正前 改正後

（質疑の回数）
　第 56 条

質疑は、同一議員につき、同一議題につ
いて２回を越えることができない。ただ
し、特に議長の許可を得たときはこの限
りでない。

質疑の回数は、制限しない。ただし、議
長は、必要があると認めるときは、回数
を制限することができる。
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予算決算常任委員会を設置します

12 月定例会において議員提案による条例が制定されました

12 月定例会で「予算決算常任委員会」を設置する条例改正を行い、平成 31 年３月定例会から、この委員会に

よる審査を開始することになりました。審査の対象は、一般会計の当初予算、補正予算、決算です。 

　これまで、予算や決算の議案は、それぞれ所管する常任委員会に分割付託していましたが、１つの委員会で一

体的に審査することになります。

全 体 会

総 務 分 科 会

建設経済厚生分科会

全 体 会

予算決算常任委員会

本会議

総 務 常 任 委 員 会

建設経済厚生常任委員会

質疑

報告

質疑

討論

採決

質疑

討論

採決

本会議報告  質疑  討論  採決

付託 付託

本会議で予算決算

常任委員会に議案を

付託した後、全委員

による全体会を開催

して、総務、建設経

済厚生の分科会へ所

管する事項を分担し

ます。 

　そして、各分科会

で、議案に対する質

疑が行われた後、全

体会を開催し、分科

会審査報告、審査報

告に対する質疑、討

論を経て、予算決算

常任委員会としての

採決を行います。

＜予算・決算審査の流れ＞

議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例（要旨抜粋）

（趣旨）

第１条　この条例は、加西市議会議員の職責及び加西市議会への住民の信頼の確保に鑑み、議員が、市議会の会議を長 
　　期欠席した場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に 
　　関する条例の特例を定めるものとする。

（議員報酬の減額）

第３条　議員が疾病等により、市議会の会議を長期欠席したときの議員報酬の額は、当該議員が受けるべき議員報酬の 
　　額に、市議会の会議を欠席した日から市議会の会議に出席した日の前日までの期間（以下「欠席期間」という。）に応じて、 
　　次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

 
　２　前項の規定は、欠席期間が 90 日、180 日又は 365日を超えた日の属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、 
　　その日の属する月）から、市議会の会議に出席した日の属する月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月） 
　　まで適用する。

（期末手当の減額）

第４条　６月１日及び 12 月1日（以下これらの日を「基準日」という。）のそれぞれの前６月以内の期間において、前条の規 
　　定により議員報酬を減額された月があるときの期末手当の額は、当該議員が受けるべき期末手当の額に、欠席期間に応 
　　じて、前条第 1項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

２　基準日の前６月以内の期間において、議員報酬の減額割合が異なる場合は、減額割合の高い方の割合を適用する。

欠席期間 割合

　90 日を超え 180 日以下であるとき 100 分の 80

　180 日を超え 365 日以下であるとき 100 分の 70

　365日を超えるとき 100 分の 50

改正前 本会議 改正後

本会議報告  質疑  討論  採決
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　　　　平成 30 年 11 月 12 日（月）

　　　　兵庫県神崎郡神河町

　　　　観光施策について

 

スキー場建設を発想するに至った経緯等 

◎かんぽの宿を引き継いだ峰山高原ホテルリラクシ 

    アを指定管理者制度で経営しようとしたが、経営 

    の行き詰まりから指定管理者が相次いで撤退。 

    原因は冬場にお客さんがほとんど来ないこと。 

◎閉館を考えたが、県立自然公園内にあるというこ 

    とで閉館も困難。そこで指定管理者を一般公募し、 

    プロポーザルにより㈱マックアースを採用。 

    ㈱マックアースは冬営業対策としてスキー場建設 

    を提案した。 

◎担当者によりスキー人口の推移、気象条件等を調 

    査分析した結果、スキー場事業については収益も 

    見込め、波及効果も大きいと判断、町幹部での協 

    議の結果、事業推進を決断した。 

◎その後県知事との直接協議により県の全面支援を 

    取り付け、事前環境調査予算の議会承認、兵庫県 

    環境審議会の承認及び自然公園計画の変更承認を 

    経て設計・工事・完成・スキー場オープンとなった。 

 

スキー場を中心とした現在及び将来の観光戦略 

◎スキー場は３コースある本格的な規模にこだわっ 

    た。ターゲットは初心者、ファミリー層。またレ 

    ンタル事業を充実させ、何も用意しなくてもス 

    キーを楽しめる施設とした。 

◎雪不足対策として人口降雪機を 15 台設置。 

◎平成 29 年度のスキー場の集客は６万人以上と大 

    成功だったが、それ以外の観光施設の入込者数が 

    伸びてないのでスキー場利用者による他の観光施 

    設及び商工業への波及効果が図れるよう誘導して 

    いく。 

◎指定管理者からは次のステップとして DMO（官 

    民などの幅広い連携によって地域観光を積極的に 

    推進する法人組織）展開を提案されており、観光 

    協会の組織強化も含めて、官民共同及び隣接市町 

    との連携による大きな展開を図り、神河町だけで 

    なく国道 312 号沿線市町全体の観光入込者数の増 

    大を目指す。

　　　　指定管理者から 10 年間、毎年 3,000 万

円を施設使用料として町に支払うという契約をして

いる。10 年経過後も指定管理者から町への入金を

予定しているとのことで、観光事業のいい見本であ

ると思う。また、官民の連携や近隣市町、関係する

市町と連携して観光戦略を展開していくことは、こ

れからの加西市にとって、重要なことであると考え

る。

　　　　平成 30 年 11 月７日（水）～８日（木）

　　　　・社会福祉法人邑
ゆうげんかい

元会しびらき 

　　　　　　（埼玉県さいたま市） 

　　　　　・埼玉県春日部市

◇社会福祉法人邑
ゆうげんかい

元会しびらき

　　　　障がい者の就労支援の 

　　　　　取り組みについて

　　　　地域との共存をめざした就労支援として

地元商店街の名前「新開」をそのまま事業所名「し
びらき」とし、地域住民との共存を打ち出し商店街

の空き店舗に「ベーカリーカフェしびらき」「ひと

つながるカフェ」をオープンしている。また、遊休

農地を利用した「しびらきファーム」でのいちごや

しいたけのハウス栽培、農園での野菜栽培等を行い、

上記店舗で販売している。いちごハウスでは、いち

ご狩りやイベント等により地域との交流が行われて

いる。利用者は事業所に専属ではなく選択して働く

ことができる。

　　　　屋内で作業をする就労支援施設と違い、

お客様と接する機会も多く、入所施設とショップと

の往復の機会に市民の方とのふれあいがある。まさ

に障がい者と住民が共存し当たり前のように交流す

る、理想的な福祉のまちづくりが行われている。

◇埼玉県春日部市

　　　　春日部市シティセールス戦略プランに 

　　　　　ついて

　　　　市民が「わたしたちのまち」と誇りを持

ち、まちへの愛着を育むことを目指す（シビックプ

ライドの醸成）。そして、まちの良さが中から外に

広がっていくことで、市外の人からも「選ばれるま

ち」になることを目指している。具体的事業などを

示す行動計画は、市民・関係団体と市とが意見交換

を通じて策定。その後、第１次戦略プランを検証し、

市内向けの PR 活動については、課題が残る部分も

あるが、事業を一つずつ丁寧に実施してきたことで

一定の効果を上げている。今後は市外向けの PR を

意識した戦略へと発展させる方向性のもと、第２次

シティセールス戦略プランを策定している。

　　　　加西市においても平成 29 年３月に「加

西市シティプロモーションビジョン」を策定してい

るが、体制の確立として、春日部市も行っているシ

ティセールスに賛同する市民・団体・企業によるサ

ポーター制度は早急に取り組むべきである。

建設経済厚生常任委員会

日　程

行政視察の実施報告

総務常任委員会

視察先

視察項目

内　容

視察項目

内　容

日　程

視察項目

所　感

所　感

所　感

視察先

内　容
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一 般 質 問
12 月 11 日、12 日の本会議では、９名の議員が一般質問を行い、

                      市政全般にわたり活発な議論が展開されました。
                          主なものを紹介します。（発言順に掲載）

12 月定例会

審議の様子は、インターネット中継や会議録検索システム（２月下旬掲載予定）にて
ご覧いただけます。

問
県道下滝野市川線の馬橋以

東の山田町、馬渡谷町へ歩

道を含めた整備を続けていただけ

るとなれば、南側に歩道が設置さ

れることになるが、宇仁地区から

は歩道が北側に設置されている。

歩道の接続等について不都合を生

じると考えるが、どのように整備

する予定か。

答
歩道の南側から北側への切

り替えについては、地域の

皆様のご意見をお聞かせいただき

ながら、計画案を提示させていた

だきたい。

問
県道野上河高線の中国道に

架かる高架橋の手前から、

西の小印南町に入る三差路までの

道路の拡幅について検討していた

だいており感謝したい。この整備

については、距離が長いこともあ

り、北側の土地を購入しなければ

整備はできないと考えるが、土地

については売却していただけるこ

とになっているのか。また予算の

要望はされているのか。もし予算

要望の全額を確保できなかった場

合でも、東側から予算の範囲内に

おいて整備していただけるのかお

聞きしたい。

答
加東土木事務所では、平成

29 年度に現況測量を既に実

施されており、路肩ののり起こし

などを検討されています。予算要

望し事業費が確保できれば、土地

所有者の方と調整しながら、用地

測量などの作業に着手したいとの

ことです。予算確保を待って、安

全に十分留意し、地域の皆様と調

整しながら事業を進めていきたい

とのことです。

問
県道下滝野市川線と市道豊

倉日吉線の交差点は、満久

町、島町、西野々町の児童が横断

する場所だが、横断歩道がない。

この場所は三差路で交通量も多

い。横断歩道の設置が必要と考え

るがいかがか。

答
横断歩道の必要性は認識し

ていますので、加西警察に

要望していきたいと考えます。

■その他の質問項目

・ 中高連携について

県道・市道の整備について

織部　徹  議員

（21 政会）
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問
４年間の市政取り組みと成

果への思い、今後の加西市

の課題解消に向けて、次期市長選

の出馬の意向は。

答
（市長）５月の市長選挙に３

選を目指して立候補するこ

とを決意いたしました。２期８年

間の市政を皆様とともにしっかり

総括し、新たな４年間に向かって

挑戦していきたいという考えに至

りました。 

　１期目の私の任は、対話と協調

により地域の人々の思いが伝わ

る、市民のための市政を行うこと

でした。行政体としての加西市と

市内の団体、個人とのきずなを丁

寧に修復し、国や県行政との関係

性の改善に努めました。 

　２期目は、新たな事業へのチャ

レンジでしたが一定推進できたこ

とは、支援協力していただける個

人や各種団体との関係性の構築が

大きかったと思っています。平成

27 年度実施の播磨国風土記 1300

年祭と平成 28 年 10 月に制定し

た「気球の飛ぶまち加西条例」は、

加西市の知名度を上げる大切な事

業です。平成 29 年度には全地区

で、ふるさと創造会議が設立され

ました。持続可能なまちづくりの

推進には、まず住民主体の地域力

が必要であり、地域の課題を地域

で共有し、解決していく仕組みを

つくることができました。 

　取り組みの成果として、１つ目

にふるさと納税です。開始の平成

20 年度と比較し、平成 29 年度は

件数で 388 倍、金額で 109 倍の

6 億 3,000 万円です。収入の増加

だけではなく、返礼品が地場産業

の活性化を生み出しています。２

つ目は、人口統計で平成 10 年度

以降、毎年 200 人以上の社会減で

あったものが、平成 28 年度は 93

人の減、平成 29 年度は 21 人の減、

平成 30 年度は 11 月末時点で 161

人の増となっています。３つ目は、

住みよさランキングで平成 22 年、

全国市区中 558 位でしたが、平成

30 年は、120 位（814 の市区中）

です。 

　現在進めている３つの事業、イ

ンター周辺の産業団地の創出、鶉

野飛行場跡地周辺の整備、旧市街

地の活性化については、加西市の

将来を左右する重要な課題です。

これらの進捗が誰の目にも見える

ように、引き続き市政を担えるよ

う挑戦したいと思っています。

西村市政の２期目４年間と今後について

森元　清蔵  議員

（21 政会）

問
羅漢寺と五百羅漢は基本的

に別物とのことだが、五百

羅漢はどこが所有し、どのような

維持管理体制となっているのか。

答
市は、五百羅漢保存委員会

と連携し維持保存活動をし

ています。五百羅漢の所有を特定

するのではなく、北条町民有志か

ら市民に受け継がれた財産である

という理念のもと、五百羅漢保存

委員会が維持管理をしています。

問
現在、五百羅漢保存委員会

が主体となり維持管理、イ

ベント等行い、日常的な管理業務

は、羅漢寺の住職さんにお願いし

ているが、住職さんもご高齢であ

り、五百羅漢保存委員会も維持管

理の主体として活動することが難

しくなってきている。市や地域全

体が主体の維持管理体制を考える

べきではないか。

答
毎月一回、市が事務局とな

り五百羅漢保存委員会を開

催し、イベント企画運営や石仏の

保存修理等協議しています。今後

の維持管理体制もこの会議の中で

話し合うことが最善と考えます。

問
拝観料収入が急激に落ち込

んでいるが、拝観者数の増

加等、今後の活性化策について。

答
ビジネスホテルから徒歩で

市街地を周遊できるよう観

光まちづくり協会が「加西北条ぶ

らぶらマップ」を作成し、旧北条

市街地から五百羅漢を回る散策

コースを推奨しています。また、

いこいの村はりまと連携し、五百

羅漢ライトアップ時には宿泊客を

バスで送迎していただいていま

す。外国人観光客の対応は、平成

30 年 11 月から市内在住の外国人

の方に観光アンバサダーとして、

観光名所やイベント情報を SNS 等

で発信していただいています。

問
五百羅漢の案内看板等につ

いて。

答
現在、五百羅漢保存委員会

で作成中の大きな羅漢さん

３体を、北条ならの実こども園北

側の歩道に設置し目印にできるよ

う、道路管理者と協議しています。

■その他の質問項目

・ 北条高校の活性化について

・ 加西市の福祉施策について

五百羅漢の維持管理等について

中右　憲利  議員

（21 政会）
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問
太陽光発電施設設置の安全

対策は近隣住民に説明はさ

れているか。

答
加西市開発調整条例により、

事業区域が 1,000 平方メー

トル以上の場合、地元との協議を

実施するよう指導しています。ま

た、事業区域が 3,000 平方メート

ル以上の場合は、地元説明会の開

催を義務付けています。特に防災

面、管理面については丁寧な説明

を行うよう指導するとともに、説

明会の議事録の添付を義務付け、

内容の確認を行っています。

問
太陽光発電施設の斜面設置

は環境破壊と考えるが。

答
県の設置基準では、地盤の

勾配、のり面の保護、排水

施設の設置、工事中の災害防止等

のルールが決められています。具

体的には、のり面の勾配は 30 度

以下、森林の伐採は必要最小限度

にとどめること、緑化による適切

な景観整備等です。斜面への太陽

光発電施設設置は、市も事業者に

対し県の設置基準に基づき、景観

に配慮した調整を行っています。

なお、病院南側の発電施設設置場

所の勾配について計測し、基準ど

おり 30 度以内であると確認して

います。

問
市独自の設置条例を制定し

てはどうか。

答
県下では、神戸市が防災に

重点を置いた太陽光発電施

設の条例を制定しています。また、

三田市も環境面に重点を置いた条

例の制定を目指しています。現在、

加西市の太陽光発電施設設置につ

きましては、県条例及び加西市開

発調整条例に基づき、事前協議の

届け出や地元協議の指導を行うこ

とで、事業内容の改善も行われて

おり大きなトラブルの発生に至っ

ていません。他市の先進的な取り

組みも調査しながら、加西市の実

情に応じたルールづくりを検討し

たいと考えています。

■その他の質問項目

・ 自然災害に対しての安全安心に

ついて

・ 空き家対策について

太陽光発電施設について

長田　謙一  議員

（21 政会）

問
人事院勧告に準じ、加西市

でも平成 26 年度以降、市

職員の月給、ボーナスの引き上げ

が行われてきた。加西市の職員一

人当たりの月給と年収、総人件費

の推移はどうなっているか。

答
加西市の職員給与は、25 年

度からのデータで見ると、

25 年度は平均月額が 33 万 7,161

円（平均 42.9 歳）、29 年度は 33

万 2,678 円（43.2 歳）です。ま

た、年収ベースでは 25 年度は約

605 万円、29 年度は 653 万円です。

また、正職員に非常勤職員を含め

た総額で見ると、25 年度は 32 億

1,868 万円、29 年度は 34 億 1,988

万円となっています。

問
加西市内の民間企業との較

差について。国家公務員の

給与が上がれば、地方公務員の給

与も上がるようになっているが、

加西市の職員である以上、加西市

の住民のほうを向いて仕事をする

もの。その認識は。

答
民間給与の資料がないため、

参考までに 29 年度工業統

計調査によると、加西市内の従業

者数 30 人以上の事業所では、常

用雇用者（正社員、アルバイト、

有給役員を含む）の平均は 527 万

円です。市職員（正職員）の平均

は 653 万円であり、差があります。

それだけに市職員は市政に対し責

任を持ち、地域経済も含め市全体

の牽引者として対応していかねば

らないと考えています。

問
財政状況の考慮について。

病院の経営は厳しく、イン

ター周辺整備等も控えており、多

額のお金を必要とすることは目に

見えている。

答
財政状況と職員給与は一体

で考えるべきではないと思

います。特に、人事院勧告は機械

的に処理するべきと考えます。人

件費をカットすると、職員の士気

は下がり、優秀な人材は来なくな

り、ひいては加西市の地盤沈下に

つながりますので、別に考えるべ

きと思います。

■その他の質問項目

・ 加西市内の高校の今後について

・ 加西病院の今後について

・ 加西インター周辺の産業団地整

備について

・ 防衛施設周辺整備事業について

公務員の人件費について

深田　真史  議員

（市民連合）
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問
認知症高齢者のスマホを活

用した捜索に関し、システ

ムの状況と今後の計画についてお

聞きします。

答
平成 30 年 11 月４日に通信

系企業との共同の取り組み

として、北条地区において、ふる

さと創造会議を初め地域の方々や

加西市老人クラブ連合会、小学

校 PTA 等の協力を得て、高齢者

や子供の行方不明者捜索時間の短

縮、早期発見に向けた捜索システ

ムの実証実験を実施しました。内

容は、近距離無線通信の発信機を

持った行方不明者役の高齢者や子

供を、協力者がスマホに「見守り

支援アプリ」をインストールし、

探知した情報から行方不明者を探

し、通報するというものです。５

名を各ブロックに配置し、2 時間

15 分～ 20 分を目標に探し出し、

想定よりも 1 時間程度早い約 1 時

間 15 分で、全てのブロックにお

いて探し出すことができました。

問
GPS を使用したものは費用

が高額になると聞くが、こ

のシステムは低額であり、ぜひと

も進めていただきたい。また、他

市との連携により範囲が広がり、

大きな成果が期待できると考える

が、その方向性をお聞きします。

答
実証実験に参加していただ

いた方の評価もよかったこ

とから、市民の方々に協力いただ

くための捜索ネットワークをつく

り、捜索情報を発信するアプリの

提供を行い、平成 31 年度中に実

用化できるように進めていきたい

と考えます。また、この結果を他

の市町にも発信し、このシステム

の利点を生かして、より多くの市

町で同様のシステムを確立してい

ただくことで、行方不明先が遠方、

他市町に及んだ場合でも対応でき

るように進めていきたいと考えま

す。 

 

皆さんが協力して行うと

ころに価値があり、是非とも取り

組みを進めていただきたい。

■その他の質問項目

・ 新年号及び消費税 10％対応に
ついて

・ 観光振興について
・ 鶉野飛行場跡地の活用条例の制

定について

安全・安心の町づくりについて－認知症高齢者の対応－

土本　昌幸  議員

（公明党）

問
加西市が求めるふるさと創

造会議について。

答
市内全地区にふるさと創造

会議が立ち上がり、設立後

5 年目を迎えるところもあります

が、これからは地域課題に目を向

けた取り組みについて支援してい

くことを考えています。 

　またその先には、自らの地域

でできることは地域で解決してい

き、行政が取り組むべき課題と地

域で取り組む課題を話し合いな

がら、将来的には法人格を得ると

ともに、行政事務を担っていただ

けるような組織づくりのための支

援を行っていきたいと考えていま

す。

問
南部地域への地域主体型公

共交通計画について。

答
加西市地域公共交通網形成

計画で定める、目指すべき

公共交通ネットワークの一つとし

て位置付け、地域での導入検討

を推進していくことを考えていま

す。 

　今後、高齢化の進展により交通

弱者がますます増加するため、導

入に向け検討していただける地域

がふえると考えています。 

　検討される場合、地域主体型交

通導入の手引きに関する説明やア

ンケートの実施、集約についての

アドバイスなど、導入に向けた支

援を考えています。 

　そして運行路線や運行方法、運

転者の確保、地域内の体制づくり

など、地域の実情に合う持続可能

な交通とするため、公共交通活性

化協議会における専門家の意見

を踏まえた相談支援を考えていま

す。 

　さらに、地域主体型交通を実施

する際には、車両の導入、車検費

用など、維持管理に関する財政的

な支援、また安全運転に関する支

援なども考えています。 

　加西市の南部地区については、

北条鉄道や路線バスなど、既存の

公共交通が存在する地域となりま

すので、相互の役割分担をしっか

りと図りながら、自動車を使用で

きない方の移動ニーズに応えられ

るような、地域主体型交通の導入

の推進を図っていきたいと考えて

います。

ふるさと創造会議・加西市公共交通について

原田　久夫  議員

（21 政会）

要望
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問
「善防園」サービス利用者の

評価集計表の中身を見て驚

愕している。この評価集計表の確

認をしていただいたと思うが、生

活介護と就労継続支援 B 型の方々

の作業評価や受け取る工賃は、ど

のような規定で決めているのか。

答
障害者総合支援法の基準に

のっとり、事業収入から必

要経費を控除した額を利用者の作

業時間等の基準に基づいて、工賃

として基本的には支払をしている

と考えています。

問
基本的にはそのように支払

われているとのことだが、

実際、基準に基づいて支払われて

いるのか。

答
先般、情報提供としてお見

せいただきましたサービス

利用者の評価集計表によります

と、作業時間、作業内容等に加え、

他の項目もあります。その項目に

つきましては不適切な点もあると

考えます。

問
このような評価の仕方が、

就労継続支援 B 型や生活介

護の方の目的や将来へ向かって利

用者の方を導くための評価になっ

ているのか。また、不適切な評価

が何年もされており、いずれの職

員が担当しても、評価に違いが出

ない客観的な価値観による評価が

なされるべきところを、主観が入

り過ぎているのは問題である。社

会福祉協議会へ評価の見直しをお

願いしたい。

答
ご指摘の評価項目につきま

しては、非常に主観が入る

もので不適切であると考えます。

本来、指導権限は県にあります

が、市は、社会福祉協議会へ指定

管理者の指定を行っている責任が

あり、情報提供をいただいた日に、

社会福祉協議会、「善防園」へ出

向き厳しく指導を行い、すぐに改

善するという回答を得ています。

今後は、県とも相談しながら進め

ていきたいと考えます。

■その他の質問項目

・ 鶉野飛行場跡地利用について

・ 消防団からの要望について

・ 医療的ケア児について

・ 障がい者雇用について

・ 認知症者の行方不明者対策、地

域包括支援センターについて

多機能型障害福祉サービス事業所「善防園」について

丸岡　弘満  議員

（自民の風・誠真会）

問
インボイス方式になると経

過措置はあるものの、小規

模な免税業者は課税業者を選択す

るか、廃業かいずれかになると考

える。日本商工会議所の調査でも、

免税業者の９．２％の人たちが廃

業を検討しているという。商工会

議所などはこのインボイス方式に

反対されていると思うが。

答
インボイス方式とは、課税

事業者が発行する請求書や

納品書に記載された税額のみを控

除できる方式です。消費税の公平

性や信頼性を高めるという見方の

一方、非常に煩雑で経費もかかり、

場合によっては取引からの排除も

懸念され、小規模零細業者には多

大な影響が予想されます。

問
後継者不足等もあり、家族

経営の事業所が廃業されて

いる。加西市は尼崎市に次いで物

づくりの下請け業者の比率が高い

まちであったが、最後のとどめを

刺すことにならないかと考える。

対策についてお聞きする。

答
小規模事業者にとっては、

事業の継続性にかかわる大

きな問題です。場合によっては廃

業を選択する事業所が出てくると

いうことは十分考えられます。国

に対しては積極的な支援策を期待

していますが、国任せではなく市

においても特に小規模事業者に支

援していきたいと考えます。具体

的には事業持続化を支援する補助

制度の創設、小規模事業者に手厚

い融資制度の実施など対策を講じ

たいと考えています。

問
報道でもポイント還元の方

式が二転三転している。景

気は緩やかに回復基調と言われる

が、この間の状況はよくない。増

税そのものに反対をしていく必要

があるのでは。

答
（市長）国の税の在り方とい

うのは大変重要だと思って

いますが、国の制度について言及

するのはふさわしくないと思って

います。個人的な考えはあります

が、差し控えたいと思います。

■その他の質問項目

・ 消防団活動について

・ 老人福祉について

・ 外国人労働者への支援について

・ 就学前教育について

消費税増税と地域経済への影響について

井上　芳弘  議員

（日本共産党）
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■ 平成 31 年３月　加西市議会定例会の予定

２月２７日( 水 )

9:20

9:40

10:00

議会運営委員会

議員協議会

本会議（提案説明等）

３月１日( 金 ) 15:00 発言通告期限（質疑・一般質問）

３月７日( 木 )

9:20

9:40

10:00

議会運営委員会

議員協議会

本会議（質疑・一般質問）

３月１１日( 月 )

9:20

9:40

10:00

本会議終了後

議会運営委員会

議員協議会

本会議（一般質問）

予算決算常任委員会（全体会）

３月１２日( 火 ) 10:00 本会議（予備日）

３月１３日( 水 )

9:00

委員会終了後

総務常任委員会

（議案審査）

予算決算常任委員会総務分科会

（一般会計予算審査）

３月１４日( 木 )

9:00

委員会終了後

建設経済厚生常任委員会

（議案審査、特別・企業会計予算審査）

予算決算常任委員会建設経済厚生分科会

（一般会計予算審査）

３月１５日( 金 ) 13:30 予算決算常任委員会総務分科会（予備日）

３月１８日( 月 )

9:00

委員会終了後

建設経済厚生常任委員会

（議案審査、特別・企業会計予算審査）

予算決算常任委員会建設経済厚生分科会

（一般会計予算審査）

３月２２日( 金 ) 9:00 予算決算常任委員会（全体会）

３月２６日( 火 )

9:20

9:40

10:00

議会運営委員会

議員協議会

本会議（委員長報告・討論・採決）

月　　日 時  間 会　　　　　議

■ 現地視察の実施報告 
●鴨谷配水池視察（平成 30 年 10 月 22 日）

平成 30 年６月に完成した鴨谷配水池（容量 1,600㎥）
を視察しました。県の水道用水を 
供給するための施設で、平成 34 年 
度の共用開始を目標に、今後、ポ 
ンプ場等の整備が進められる予定 
です。

加西市議会ホームページのご案内

これまでに発行された議会だよりや本会

議、委員会の映像、会議録もご覧いただく

ことができます。

■ 請願・陳情について
請願書・陳情書はいつでも提

出できますが、受付日によって
審査が次の定例会になることが
あります。

３月定例会での取り扱いを希
望される場合は、平成 31 年２月
19 日（火）17 時までにご提出く
ださい。

建設経済厚生常任委員会

議会中継
（ライブ・録画）は
加西市議会ＨＰへ

ぜ
ひ

傍
聴にお越しくださ

い
！

■ 傍聴のごあんない

委員会の傍聴は、これまで委員長の許可が
必要でしたが、本会議と同様に許可をとること
なく、傍聴していただけるようになりました。

委員会が開催される当日に、議会棟２階の
議会事務局で傍聴人受付簿に、住所、氏名を
記入の上、３階の委員会室にて傍聴してくださ
い。


